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～特別の教科 道徳の授業を活用した「生徒の道徳心の育成」～ 

 

１ はじめに 

 「特別の教科 道徳」（道徳科）は 

〇平成 27(2015)年 3月学習指導要領改訂、中学校では、平成 31(2019)年 4月から全面実施 

したがって、2026年の 1月現在で全面実施から７年が経過(ずっと前から授業がされていた？)。 

  ※1958(昭和 33)年の学習指導要領改訂で、「道徳の時間」が設けられ、学校全体で授業をする。 

  ※2019(平成 31)年の学習指導要領改訂で、「特別の教科 道徳」として中学校で全面実施 

…社会の変化が激しい中で、様々な課題が生まれ、求められる資質も変容し、道徳の時間の学習内 

容も変化せざるを得ない状況となる。いじめ問題の深刻化、グローバル化に伴う国際理解、情報 

機器の発展に伴う情報モラルなどの指導の必要性。 

 

２ 大森二中で進めている「特別の教科 道徳」の学習の流れ 

大森二中での「特別の教科 道徳」の授業の流れ           育成する資質・能力 

                                     

 

  

 

 

      自己理解               多様性の理解 

     

（１）大森第二中学校の教育目標 

〇深く考える人になろう 〇思いやりのある人になろう 〇意志の強い人になろう 〇体を鍛える人になろう 

 

（２）大森第二中学校の学校スローガン 

〇いつも心に太陽を 笑顔満開の学校へ ～MAKE PLUS ONE～ 

 「自分も周りも幸せという象徴である「笑顔」を大切にして、子どもたちを育てます」というスローガン。 

 

「特別の教科」 

① 学校のすべての教育活動で、子どもたちの「道徳心」を育成する。 

② 学校だけで育成をするのではなく、家庭や地域とともに育成していく。 

 ・・・道徳で築いた「人間力」を生かす場面は、学校であり、家庭であり、地域である。 

※保護者や地域の皆様 「道徳の授業内容」を家庭や地域でも、お子様に伝えてほしいと思います。 

道徳的な価値を基に 

『自分を見つめる』 

・自分のこととして考える 

・自分の関わり方を見つめ直す 

多様な見方・広い視野 

『人としての生き方を深める』 

・違った考え方 

・異なる行動の仕方 

・自分の関わり方を見つめ直す 

道徳心の育成 

道徳的な判断力・心情 

実践する意欲・態度 


